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１．障害者総合支援法における行政に調査権限を認める規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告等） 

第九条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、

障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他そ

の世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件

の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

２ （略） 

３ （略） 

（厚生労働大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等） 

第十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認

めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者で

あった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関

し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問

させることができる。 

２ （略） 

３ （略） 

（資料の提供等） 

第十二条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、

障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世

帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは

資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害者の雇用主その他

の関係人に報告を求めることができる。 

（報告等） 

第四十八条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福

祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指

定に係るサービス事業所の従業者であった者（以下この項において「指定障害福祉サ

ービス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件

の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサ

ービス事業所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出

頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サー

ビス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービ

スの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検

査させることができる。 

２ （略） 

３ （略） 

添付資料２ 
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（報告等） 

第五十一条の三 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出

をした指定事業者等（同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあって

は、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。）における同条第一項の規定

による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に

対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業

者等若しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に

対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、

事務所その他の指定障害福祉サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設

備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２～５ （略） 

（報告等） 

第五十一条の二十七 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指

定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指

定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者（以下この項において「指定一般相

談支援事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件

の提出若しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者若しくは当該指定に係る一般相

談支援事業所の従業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し出頭を

求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業

者の当該指定に係る一般相談支援事業所、事務所その他当該指定地域相談支援の事業

に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる

ことができる。 

２ 市町村長は、必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者若しくは指定

特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業

者であった者（以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。）

に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定特定相

談支援事業者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者若しくは指定特

定相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質

問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業

所、事務所その他当該指定計画相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設

備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

３ （略） 
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（報告等） 

第五十一条の三十二 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該

届出をした指定相談支援事業者（同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣

等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。）における

同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当

該指定相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提

示を命じ、当該指定相談支援事業者若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し

出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事

業者の当該指定に係る事業所、事務所その他の指定地域相談支援若しくは指定計画相

談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件

を検査させることができる。 

２～５ （略） 

（報告等） 

第六十六条 都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるとき

は、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、

医師、薬剤師その他の従業者であった者（以下この項において「開設者であった者等」

という。）に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を

命じ、指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者

（開設者であった者等を含む。）に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して

質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類そ

の他の物件を検査させることができる。 

２ （略） 

３ （略） 

（報告の徴収等） 

第八十一条 都道府県知事は、障害者等の福祉のために必要があると認めるときは、

障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業若しくは移動支援事業

を行う者若しくは地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者に対して、報告

若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に

対して質問させ、若しくはその事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳

簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ （略） 
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２．障害者総合支援法において障がい者に対して刑罰を科する規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告の徴収等） 

第八十五条 都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の運営を適切にさせ

るため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報

告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者

に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備若しくは帳簿書類その他の物

件を検査させることができる。 

２ （略） 

第百十条 第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせ

ず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規

定による当該職員の質問若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指

定事務受託法人の職員の第十一条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若し

くは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 

第百十一条 第四十八条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）、第五十

一条の三第一項、第五十一条の二十七第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の三

十二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽

の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職

員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 


